
中東情勢の変化等による建設資材の流通状況を踏まえた設計変更について

受注者が安心して受注・施工できる環境を整備する観点から、ナフサを由来とする建設資材について、
代替資材の調達や流通経路の見直し等、追加で必要となる内容を、受発注者間協議の上、設計変
更する運用を、茨城県においても導入することとする。
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